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三田市条例第  号 

 

三田市市税条例の一部を改正する条例 

 

三田市市税条例（昭和３２年三田町条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

第３６条の２第１項ただし書中「、寡婦（寡夫）控除額」を削る。 

付則第２２条の次に次の１条を加える。 

（東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例） 

第２２条の２ その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震

災（平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子

力発電所の事故による災害をいう。）により滅失（東日本大震災の被災者等に係る

国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第２９号。以下この項及

び次条において「震災特例法」という。）第１１条の６第１項に規定する滅失をい

う。以下この項において同じ。）をしたことによつてその居住の用に供することが

できなくなつた所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供

されていた土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡（震災特例法第１１条の４

第６項に規定する譲渡をいう。）をした場合には、付則第１７条第１項中「第３６

条」とあるのは「第３６条（震災特例法第１１条の６第１項の規定により適用さ

れる場合を含む。）」と、「同法第３１条第１項」とあるのは「租税特別措置法第３

１条第１項」と、付則第１７条の２第３項中「第３７条の９の５まで」とあるの

は「第３７条の９の５まで（震災特例法第１１条の６第１項の規定により適用さ

れる場合を含む。）」と、付則第１７条の３第１項中「租税特別措置法第３１条の

３第１項」とあるのは「震災特例法第１１条の６第１項の規定により適用される

租税特別措置法第３１条の３第１項」と、付則第１８条第１項中「第３６条」と

あるのは「第３６条（震災特例法第１１条の６第１項の規定により適用される場

合を含む。）」と、「同法第３２条第１項」とあるのは「租税特別措置法第３２条第

１項」として、付則第１７条、付則第１７条の２、付則第１７条の３又は付則第

１８条の規定を適用する。 

２ 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第３６条の２第１

項の規定による申告書（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達され

る時までに提出されたもの及びその時までに提出された第３６条の３第１項の確



定申告書を含む。）に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき（こ

れらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認

めるときを含む。）に限り、適用する。 

付則第２３条第１項中「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例

に関する法律」を「震災特例法」に改め、「（平成２３年法律第２９号）」を削り、同

条第２項中「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」

を「震災特例法」に改める。 

付則第２４条を付則第２５条とし、付則第２３条の次に次の１条を加える。 

第２４条 削除 

付 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３６条の２第１項ただし

書の改正規定及び付則第３条の規定は、平成２６年１月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の三田市市税条例（以下「新条例」という。）付則第

２２条の２の規定は、この条例の施行の日以後の個人の市民税について適用し、

同日前の個人の市民税については、なお従前の例による。 

第３条 新条例第３６条の２第１項の規定は、平成２６年度以後の年度分の個人の

市民税について適用し、平成２５年度分までの個人の市民税については、なお従

前の例による。 

 


